
福岡県医療費適正化計画（第４期）の
一部改定について

（ジェネリック医薬品及びバイオシミラー関係）

令和７年１月 薬務課監視係

資料２

令和６年度第２回福岡県ジェネリック医薬品使用促進協議会
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第176回社会保障審議会
医療保険部会（R6.3.14）資料
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達成すべき施策目標

後発医薬品が安定供給されていることを前提として、国の医療費適正化基本
方針に即して、2029（令和11）年度の後発医薬品の数量ベースの普及率を
80％以上とする。 （参考：R4実績 福岡県78.4％、全国76.9％）

１ 後発医薬品の普及率（数量ベース）【主目標】

普及率＝
後発医薬品の数量

後発医薬品のある先発医薬品の数量＋後発医薬品の数量

2029（令和11）年度に、バイオ後続品に数量ベースで80％以上
置き換わった成分数が全体の成分数の60％以上とする。

（参考：R4実績 福岡県18.75％、全国12.5％）

２ バイオ後続品の普及率【副次目標】

置き換わった割合＝
数量ベースで80％以上バイオ後続品に置き換わった成分数

バイオ後続品の成分数

福岡県医療費適正化計画（第4期）改定内容
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2029（令和11）年度の後発医薬品の金額ベースの普及率を65％以上とする。
（参考：R4実績 福岡県52.5％、全国50.9％）

３ 後発医薬品の普及率（金額ベース）【副次目標】

普及率＝
後発医薬品の金額（薬価ベース）

後発医薬品のある先発医薬品の金額(薬価ベース)＋後発医薬品の金額(薬価ベース)

○ 後発医薬品及びバイオ後続品の普及率についての目標は、国にお
いて、2029（令和11）年度末までに医薬品の安定的な供給を基本
としつつ、後発医薬品の数量シェアを全ての都道府県で80％以上と
する主目標並びにバイオ後続品に80％以上置き換わった成分数を全
体の成分数の60％以上とする副次目標及び後発医薬品の金額シェア
を65％以上とする副次目標が設定されたことを踏まえ設定していま
す。

達成すべき施策目標 福岡県医療費適正化計画（第4期）改定内容
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